
 鹿児島市犯罪被害者等支援金等の支給に関する規則 

                                     

 （趣旨） 

第１条  この規則は、鹿児島市犯罪被害者等支援条例（令和６年条例第６２号。以下「条例」

という。）第７条に基づき、犯罪被害者等に対して行う支援金等の支給に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 犯罪行為  日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われ

た人の生命又は身体を害する罪に当たる行為（刑法（明治４０年法律第４５号）第３７条

第１項本文、第３９条第１項又は第４１条の規定により罰せられない行為を含むものとし、

同法第３５条又は第３６条第１項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除

く。）であって、当該行為による被害（以下「犯罪被害」という。）が警察への照会等に

より客観的に確認できるものをいう。 

 (2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。 

(3) 重傷病 負傷又は疾病の場合にあっては療養の期間が１月以上であって、かつ、通算３

日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいい、当該疾病が精神疾患である場合に

あっては療養の期間が１月以上であって、かつ、通算３日以上労務に服することができな

い程度であると医師に診断されたものをいう。 

 (4) 性犯罪 犯罪行為のうち、刑法第１７６条から第１８１条まで及び第２４１条の罪をい

う。 

 (5) 市民 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市の住民基本台帳に記録

されている者又は次のアからキまでのいずれかに該当する者であって本市の住民基本台帳

に記録をされずに市内に居住しているものをいう。 

ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号

）第１条第２項に規定する被害者 

イ ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成１２年法律第８１号）第２条第４項に

規定するストーカー行為に係る被害を受けた者 

ウ 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規定する児童虐

待を受けた者 

エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第

１２４号）第２条第３項に規定する高齢者虐待を受けた者 

オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第

７９号）第２条第２項に規定する障害者虐待を受けた者  

カ 就業中又は就学中の状態にある者 



キ その他市長が認める者 

 (6) 遺族 犯罪被害者の死亡時において、次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 犯罪被害者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った者を含む。）又は市長がパートナーシップ宣誓書受領証等を交付した者（本市に転

入した者で、転入元の地方公共団体が交付した受領証等を本市において継続して使用す

ることができるものを含む。）（以下「パートナーシップの関係にある者」という。）

（以下これらを「配偶者等」という。） 

イ 犯罪被害者の子（養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情

にあった者を含む。以下同じ。）、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

 （支援金等の種類） 

第３条 条例第７条の規定に基づき、次に掲げる支援金等を支給する。 

 (1) 遺族支援金 

 (2) 重傷病支援金 

 (3) 転居費用助成金 

 （遺族支援金の支給） 

第４条 市長は、犯罪行為により犯罪被害者が死亡した場合であって、次の各号のいずれかに

該当するときは、次条に規定する支給対象者に対し、遺族支援金を支給する。 

 (1) 当該犯罪被害者が犯罪行為発生時において市民であったとき 

 (2) 当該犯罪被害者に係る次条第１項に規定する第１順位となる者が犯罪行為発生時におい

て市民であったとき 

２ 遺族支援金の額は、４０万円とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、重傷病支援金の支給を受けた犯罪被害者が、当該重傷病支援金

の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合の遺族支援金の額は、２０万円とする。 

 （遺族支援金の支給対象者） 

第５条 遺族支援金の支給対象者は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族のうち、当該

犯罪被害者の死亡時において次の各号のいずれかに該当する者であって、第３項の規定によ

り第１順位となる者とする。ただし、第１順位となる者が２人以上ある場合、遺族支援金の

支給は、第７条に規定する申請の前後による。 

(1) 犯罪被害者の配偶者等 

 (2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していたその者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟

姉妹（以下「生計維持遺族」という。） 

(3) 生計維持遺族以外の犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

２ 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用につい

ては、その子は、その母が犯罪被害者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた

ときにあっては同項第２号の子と、その他のときにあっては同項第３号の子とみなす。 



３ 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、第１項各号の順序とし、同項第２号及び第

３号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ同号に掲げる順序とし、父母については、養父

母を先にし、実父母を後にする。 

４ 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支

援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡さ

せた者は、前項に規定する遺族支援金の支給を受けるべき遺族から除く。遺族支援金の支給

を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。この

場合において、遺族支援金の支給対象となる者は、これらの者を除き前項に規定する順序に

より決定する。 

 （重傷病支援金の支給） 

第６条 市長は、犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者（当該犯罪行為が行われた時に市

民であった者に限る。）に対し、重傷病支援金を支給する。 

２ 重傷病支援金の額は、２０万円とする。 

 （支援金の申請） 

第７条 遺族支援金及び重傷病支援金（以下「支援金」という。）の支給を受けようとする者

（以下「支援金申請者」という。）は、鹿児島市犯罪被害者等支援金支給申請書（様式第１

）（以下「支援金申請書」という。）及び犯罪被害に関する申立書（様式第２）により市長

に申請しなければならない。ただし、支援金申請者が当該支援金の申請をすることができな

い状況にあると認められる場合は、当該支援金申請者の法定代理人又は任意代理人が代理申

請をすることができる。 

２ 支援金申請書には、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えな

ければならない。ただし、市長が認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。 

(1) 遺族支援金  アからケまでに掲げる書類 

ア 犯罪被害者の死亡診断書、その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証

明する書類の写し 

イ 犯罪被害者又は支援金申請者が、犯罪行為が行われた時において、市民であったこと

を証明する書類 

ウ 支援金申請者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する市区町村長の発行す

る証明書 

エ 支援金申請者又は犯罪被害者が、犯罪行為が行われた時において、第２条第５号のア

からキまでのいずれかに該当する者であって本市の住民基本台帳に記録をされずに市内

に居住していた場合は、当該アからキまでの理由があることを証明する書類 

オ 支援金申請者が、犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者と婚姻の届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認める書類 

カ 支援金申請者が、犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者とパートナーシップの関係に



ある者であるときは、その事実を認める書類 

キ 支援金申請者が配偶者等以外の者であるときは、第５条第３項の規定により第１順位

であることを証明する書類 

ク 支援金申請者が生計維持遺族であるときは、犯罪行為が行われた時において、犯罪被

害者の収入によって生計を維持していた事実を認める書類 

ケ その他市長が必要と認める書類 

(2) 重傷病支援金 アからエまでに掲げる書類 

ア 犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数、負傷又は疾病

の状態が明記されている医師の診断書。ただし、精神疾患である場合は、入院日数の記

載は要せず、その症状の程度が通算３日以上労務に服することができないことが明記さ

れていることを要する。 

イ 支援金申請者が、犯罪行為が行われた時において、市民であったことを証明すること

ができる書類 

ウ 支援金申請者が、犯罪行為が行われた時において、第２条第５号のアからキまでのい

ずれかに該当する者であって本市の住民基本台帳に記録をされずに市内に居住していた

場合は、当該アからキまでの理由があることを証明する書類 

エ その他市長が必要と認める書類 

３ 支援金の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から２年又は

当該死亡若しくは重傷病が発生した日から７年を経過したときはすることができない。ただ

し、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、その理由が消滅した日から６月以内に

限り、申請をすることができる。 

 （支援金の支給決定） 

第８条 市長は、支援金の申請があったときは、審査のうえ支援金の支給の可否を決定するも

のとする。 

２ 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに、鹿児島市犯罪被害者等支援金支給決定通

知書（様式第３）又は鹿児島市犯罪被害者等支援金不支給決定通知書（様式第４）により、

申請者に通知するものとする。 

 （転居費用助成金の支給） 

第９条 市長は、次項に規定する助成対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合、新たな

住居に転居するときに要した費用を転居費用助成金（以下「助成金」という。）として支給

する。 

 (1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために精神的に当該住居に居住し

続けることが困難となった場合 

 (2) 条例第２条第６号に規定する二次的被害を受けた又は同条第７号に規定する再被害を受

けた若しくは受けるおそれのある場合 



 (3) 傷病、後遺障害、死亡等の犯罪被害により、従前の住居で従来の生活を維持することが

困難となった場合 

 (4) その他市長が必要と認める場合 

２ 助成金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪行為が行われた時に死亡した者と市内で同居して

いた者 

 (2) 犯罪行為により、療養の期間が１月以上を要すると医師に診断された負傷又は疾病を負

った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われた時に市民であった者 

(3) 性犯罪の犯罪被害者であって、当該性犯罪に係る犯罪行為が行われた時に市民であった

者 

３ 助成金の対象となる新たな住居に転居するときに要した費用（以下「転居費用」という。

）は、次に掲げる費用とする。 

 (1) 家財等の運送及び荷造り等のサービスに係る費用 

 (2) 敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料、家賃（入居した月及びその翌月分のも

のに限る。）その他の新たな住居に入居する際に要した初期費用 

 (3) その他市長が必要と認める費用 

４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用は、引越事業者、不動産事業者等に支払ったものに限

る。 

５ 助成金の額は、同一の犯罪被害について２０万円を限度とする。 

 （助成金の申請） 

第１０条 助成金の支給を受けようとする者（以下「助成金申請者」という。）は、鹿児島市

犯罪被害者等転居費用助成金支給申請書（様式第５）（以下「助成金申請書」という。）及

び犯罪被害に関する申立書（様式第２）により市長に申請しなければならない。ただし、助

成金申請者が当該助成金の申請をすることができない状況にあると認められる場合は、当該

助成金申請者の法定代理人又は任意代理人が代理申請をすることができる。 

２ 助成金申請書には、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えな

ければならない。ただし、市長が認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。 

 (1) 犯罪被害者の遺族が申請する場合 アからエまでに掲げる書類 

ア 第７条第２項第１号に掲げる書類 

イ 申請者と犯罪被害者が犯罪行為が行われた時において市内で同居していたことを証明

することができる書類 

ウ  転居後における申請者の住所又は居所を証明することができる書類  

エ  転居費用の支払を証する領収書又はこれに準ずる書類 

オ その他市長が必要と認める書類 

(2) 犯罪行為により療養の期間が１月以上を要すると医師に診断された負傷又は疾病を負っ



た犯罪被害者又は性犯罪の犯罪被害者が申請する場合 アからオまでに掲げる書類 

ア 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類 

イ  犯罪行為により療養の期間が１月以上を要すると医師に診断された負傷又は疾病を負

った犯罪被害者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診

断書 

ウ  転居後における申請者の住所又は居所を証明することができる書類  

エ  転居費用の支払いを証する領収書又はこれに準ずる書類 

オ  その他市長が必要と認める書類 

２  助成金の申請は、犯罪行為が行われた日から１年を経過したときはすることができない。

ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、その理由が消滅した日から６月以

内に限り、申請をすることができる。 

 （助成金の支給決定） 

第１１条 市長は、助成金の申請があったときは、審査のうえ助成金の支給の可否を決定する

ものとする。 

２ 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに、鹿児島市犯罪被害者等転居費用助成金支

給決定通知書（様式第６）又は鹿児島市犯罪被害者等転居費用助成金不支給決定通知書（様

式第７）により、申請者に通知するものとする。 

 （支給の制限） 

第１２条 市長は、次に掲げる場合は、支援金等の支給を行わないことができる。 

 (1) 第５条第３項の規定により第１順位となる遺族が当該犯罪被害につき他の地方公共団体

から遺族支援金と同様の支援金や見舞金等を受けている場合又は受けることができる場合 

 (2) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は支援金等の申請者と加害者との間に次

のいずれかに該当する親族関係がある場合。ただし、当該親族関係が破綻していたと認め

られる事情があるとき、支援金等の申請者が１８歳未満の者であったとき又は犯罪被害者

が１８歳未満の者を監護していたときを除く。 

ア 夫婦（配偶者等の関係を含む。） 

イ 直系血族（親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と

同様の事情にある場合を含む。）  

(3) 犯罪被害者又は支援金等の申請者に、犯罪行為を誘発する行為その他当該犯罪被害につ

きその責めに帰すべき行為があった場合 

(4) 犯罪被害者又は支援金等の申請者が、鹿児島市暴力団排除条例（平成２６年条例第４号

）第２条第２号に規定する暴力団員である場合又は同条第１号に規定する暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有している者である場合 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は支援金等の申請者と加害者との関係その他

の事情から判断して、支援金等の支給を行うことが社会通念上適切でないと市長が認める



場合 

 （支給決定の取消し及び返還） 

第１３条 市長は、支給決定を受けた者が支援金等の支給の要件を欠くと認めるときは、当該

支給決定を取り消すことができる。 

２ 市長は、支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支給決定を受け、又は支援金

等の支給を受けたときは、当該支給決定を取り消すものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により支給決定を取り消したときは、その旨及びその理由を鹿児島

市犯罪被害者等支援金等支給決定取消通知書（様式第８）により当該取消しを受けた者に通

知するものとする。 

４ 市長は、第１項及び第２項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支給し

た支援金等があるときは、当該支援金等の全部又は一部の返還を命じることができる。 

 （委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行し、同日以降に行われた犯罪行為に係る支援金等の支給につ

いて適用する。 

 

 

 



様式第１（第７条関係） 

 

鹿児島市犯罪被害者等支援金支給申請書 
 

 

年 月 日 

鹿児島市長  

 

申請者（支給対象者）住所（申請時） 

 

 

住所（犯罪被害発生時） □申請時に同じ 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏  名 

生年月日 年 月 日 

電話番号 

被害者との続柄 

次のとおり、申請及び請求します。 

１ 申請内容  遺族支援金 ・ 重傷病支援金 

２ 申請事項にかかる調査等への同意 

支給申請を行うにあたって、以下の事項に同意します（□にチェック） 

□ 提供する個人情報は、鹿児島市犯罪被害者等支援金支給の目的の範囲内において、警察署等 

の関係機関への照会等に利用されることに同意します。 

□ 支援金支給にかかる申請内容に虚偽がないことを認め、支援金の支給後に虚偽又はその他不 

正な手段による支給であったと市長が認めた場合には、支援金を市に返還することに同意しま

す。 

□ 私は、第１順位遺族に相違ありません。また、第１順位遺族が複数ある場合は、代表して申請す 

ることに対し遺族間で問題が生じた場合には、遺族間で全て解決します。 

 

３ 申請（請求）額                           円    

 

 

４ 振込先 

 

金融機関 
 

 
支店名 

 

 

預金種目   普通  ／  当座 口座番号 
 

 

フリガナ 
 

 

口座名義 
 

 

 

 



 
５ 代理申請について 

□ ない 

□ あり ⇒ 理由（ ） 

 

（代理人）住  所 

      ﾌﾘｶﾞﾅ 

     氏  名 

     生年月日    年   月   日    

     電話番号 

          支給対象者との関係（              ） 

 

 

上記申請内容に間違いありません。 

氏  名 

（上記代理人氏名 ） 

 

 



様式第２（第７条、第１０条関係） 

犯罪被害に関する申立書 
 

  年  月  日 
 鹿児島市長 
 
被害の概要 

捜査機関への届出 
  有（ 被害届、その他 )  

 無  
届出日    年   月   日 

罪名(わかる方は記入） 
 

届出警察署          警察署 

被害者の氏名 

生年月日 

氏名
フリガナ

           

生年月日      年   月   日 

申立者との 

続柄 

 

被害を受けた日       年    月    日 

被害時の住所  

被害を受けた場所 
 

被害の状況 

（警察に届け出た内容） 

 

 

被害者及び申請者が支給対象外事由に該当しないことの確認 

□ 申請者（第 1 順位遺族に限る）は、他の地方公共団体から同種の支援金等を受けている場合又は受

けることができる場合には該当しません。 

□ 犯罪行為が行われた時において、被害者又は申請者と加害者との間に次のいずれかに該当する親族

関係がある場合には該当しません。（当該親族関係が破綻していたと認められる事情があるとき、申

請者が１８歳未満の者であったとき又は被害者が１８歳未満の者を監護していたときを除く。） 

ア 夫婦（事実上の婚姻関係、パートナーシップの関係を含む。） 

イ 直系血族（親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事

情にある場合を含む。） 

□ 被害者又は申請者に、犯罪行為を誘発する行為、その他当該犯罪行為につきその責めに帰すべき行

為はありません。 

□ 被害者又は申請者は、鹿児島市暴力団排除条例（平成２６年条例第４号）第２条第２号に規定する

暴力団員ではなく、また、同条第１号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者で

はありません。 

私は、上記の申立て内容について鹿児島市犯罪被害者等支援金、鹿児島市犯罪被害者等転居費用

助成金支給の目的の範囲内において、警察署等の関係機関に確認を行うこと及び必要に応じて事件

の処理状況（送検の確認又は処分の状況等）を確認することについて同意いたします。 

 

申立者（申請者） 

                氏
フリ

 名
ガナ

                                      

                  住 所                    

                                         

                  被害者との続柄                



様式第３（第８条関係） 

第       号 

年   月   日 

様 

鹿児島市長 

 

鹿児島市犯罪被害者等支援金支給決定通知書 

 

   年   月   日付けで申請のあった鹿児島市犯罪被害者等支援金については、 

下記のとおり支給を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 支援金の種類 

 

 

２ 支援金の額 

 

 

この処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定によ

りこの通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に鹿児島市長に対して審査請求を

し、又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定によりこの通知を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に鹿児島市を被告として（鹿児島市長が被告の代表者とな

ります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした場合

には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起することができます。 



様式第４（第８条関係） 

第       号 

年   月   日 

様 

鹿児島市長 

 

鹿児島市犯罪被害者等支援金不支給決定通知書 

 

   年   月   日付けで申請のあった鹿児島市犯罪被害者等支援金については、 

下記のとおり支給しないこととしましたので通知します。 

 

記 

 

１ 支援金の種類 

 

 

２ 支給しない理由 

 

 

この処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定によ

りこの通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に鹿児島市長に対して審査請求を

し、又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定によりこの通知を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に鹿児島市を被告として（鹿児島市長が被告の代表者とな

ります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした場合

には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起することができます。 



様式第５（第１０条関係） 

鹿児島市犯罪被害者等転居費用助成金支給申請書 

年 月 日 

鹿児島市長  

 

申請者（支給対象者）住所（申請時） 

 

 

住所（犯罪被害発生時） □申請時に同じ 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏  名 

生年月日 年 月 日 

電話番号 

被害者との続柄 

次のとおり、申請及び請求します。 

記 

１ 申請事項にかかる調査等への同意 

支給申請を行うにあたって、以下の事項に同意します（□にチェック） 

□ 提供する個人情報は、鹿児島市犯罪被害者等転居費用助成金支給の目的の範囲内において、 
 警察署等の関係機関への照会等に利用されることに同意します。 
□ 助成金支給にかかる申請内容に虚偽がないことを認め、助成金の支給後に虚偽又はその他不 
 正な手段による支給であったと市長が認めた場合には、助成金を市に返還することに同意しま 
 す。 
□ 私は、被害者と同居していた遺族に相違ありません。また、被害者と同居していた遺族が複 
 数いる場合、私が申請することに対し、遺族間で問題が生じたときは、遺族間で全て解決しま 
 す。 

２ 申請（請求）額 

 円 

３ 転居年月日 

 年   月  日 

４ 転居前住居 

 

５ 転居後住居  

 

 

 

 



 

 

６ 各種要件等（※ 該当する□にチェック） 

□ 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために精神的に当該住居に居住し続けること 

 が困難となった。 

□ 二次的被害又は再被害を受けた者若しくは受けるおそれがある。 

□ 傷病、後遺障害、死亡等の犯罪被害により、従前の住居で従来の生活を維持することが困難となっ 

 た。 

□ その他（                                      ） 

 

 

７ 振込先 

 

金融機関 
 

 
支店名 

 

 

預金種目   普通  ／  当座 口座番号 
 

 

フリガナ 
 

 

口座名義 
 

 

 

 

８ 代理申請について（□にチェック） 

□ ない 

□ あり ⇒ 理由（ ） 

 

（代理人）住  所 

      ﾌﾘｶﾞﾅ 

     氏  名 

     生年月日    年   月   日    

     電話番号 

          支給対象者との関係（              ） 

 

上記申請内容に間違いありません。 

 

氏  名 

（上記代理人氏名 ） 

 

 

 



様式第６（第１１条関係） 

第       号 

年   月   日 

様 

鹿児島市長 

 

鹿児島市犯罪被害者等転居費用助成金支給決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった鹿児島市犯罪被害者等転居費用助成金に

ついては、下記のとおり支給を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

1 助成金の額 

 

 

 

 

 

この処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定によ

りこの通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に鹿児島市長に対して審査請求を

し、又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定によりこの通知を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に鹿児島市を被告として（鹿児島市長が被告の代表者とな

ります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした場合

には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起することができます。 



様式第７（第１１条関係） 

第       号 

年   月   日 

様 

鹿児島市長 

 

鹿児島市犯罪被害者等転居費用助成金不支給決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった鹿児島市犯罪被害者等転居費用助成金に

ついては、下記のとおり支給しないこととしましたので通知します。 

 

記 

 

１ 支給しない理由 

 

 

 

 

 

この処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定によ

りこの通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に鹿児島市長に対して審査請求を

し、又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定によりこの通知を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に鹿児島市を被告として（鹿児島市長が被告の代表者とな

ります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした場合

には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起することができます。 



様式第８（第１３条関係） 

第       号 

年   月   日 

様 

鹿児島市長 

 

鹿児島市犯罪被害者等支援金等支給決定取消通知書 

 

年 月 日付け      号で通知した鹿児島市犯罪被害者等支援金

等の支給決定については、下記のとおり取り消しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 取消しの内容 

 

 

２ 取消しの理由 

 

 

この処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定によ

りこの通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に鹿児島市長に対して審査請求を

し、又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定によりこの通知を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に鹿児島市を被告として（鹿児島市長が被告の代表者とな

ります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした場合

には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起することができます。 


